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法務省訟務局 

 

任期付職員（育児休業代替職員）の募集について 

（訟務局民事訟務課・令和８年７月採用予定） 

 

法務省訟務局では、以下の職員を募集しています。 

 

１ 採用形態 

国家公務員の育児休業等に関する法律第７条第１項の規定に基づく訟務局民

事訟務課職員の代替として勤務する任期付職員の募集を行います。 

 

２ 募集人員 

１名 

 

３ 任用期間（予定） 

令和８年７月１日から令和９年３月３１日まで 

※ 育児休業の取得時期によって、任用期間が前後する可能性があります。

また、任期更新の可能性があります。 

 

４ 対象者 

高校卒業程度以上の学力を有する者 

ただし、以下に該当する方は、応募できませんので御了承ください。 

⑴ 日本国籍を有しない者 

⑵ 国家公務員法第３８条の規定により国家公務員となることができない者 

・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける

ことがなくなるまでの者 

・ 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

・ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政

府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれ

に加入した者 

⑶ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心

神耗弱を原因とするもの以外） 

 

５ 勤務先 

法務省訟務局民事訟務課（東京都千代田区霞が関一丁目１番１号） 

 

６ 勤務日・勤務時間 

原則として、午前９時３０分から午後６時１５分まで（月曜日～金曜日。た

だし、祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く。） 

 

７ 担当事務 

訟務局民事訟務課の所管業務を担当する係員級の業務（所管業務に係る書類

の作成及びデータの整理・管理等） 

 

８ 給与等 

⑴ 俸給・手当 

「一般職の職員の給与に関する法律」に基づき、相当の給与を決定しま

す。 

また、同法に基づき、地域手当、通勤手当、期末手当、超過勤務手当等を

支給します。 
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なお、退職時に国家公務員退職手当法に基づき退職手当を支給します。 

⑵ 休暇等 

人事院規則に基づき、各種有給及び無給休暇等が取得可能です。 

⑶ 健康保険・厚生年金保険 

採用日から法務省共済組合に加入し、共済組合の短期給付及び長期給付が

適用されます（健康保険及び厚生年金保険には加入しない。）。 

⑷ 雇用保険 

採用日から国家公務員退職手当法が適用され、退職手当を支給します（雇

用保険には加入しない。）。 

⑸ 労災保険 

採用日から国家公務員災害補償法が適用され、通勤災害等があれば災害補

償費を支給します（労災保険には加入しない。）。 

 

９ 応募方法等 

履歴書（写真貼付）及び職務経歴書（職務経歴を具体的に記載）を、下記14

宛てに郵便により送付してください。 

 

10  応募締切日 

令和８年５月２０日（水） 

※ 応募者多数の場合は応募期間中であっても、応募受付を終了する場合が

あります。 

 

11 選考方法 

⑴ １次選考 

書類選考（１次選考不合格者に対しては、書面でその旨通知します。あわ

せて、提出いただいた履歴書及び職務経歴書を返却いたします。） 

⑵ ２次選考 

面接選考（１次選考合格者に対して連絡の上、面接を実施します。） 

 

12 面接予定日 

書類選考を実施した後、随時、行います。 

 

13 面接場所及び方法 

原則として、法務省訟務局において対面にて実施予定です。 

 

14 連絡先 

〒１００－８９７７ 

東京都千代田区霞が関一丁目１番１号 

法務省訟務局訟務企画課庶務係 石澤 広隆 

電 話：03-3580-4111(内線5729） 

メール：h-ishizawa7ee@moj.go.jp 

 

15 その他 

応募により取得した個人情報は、本採用手続の事務の目的以外に利用するこ

とはありません。 

また、応募の秘密は、厳守します。 


